
SEN受入ｽﾍﾟｰｽ分
の容積除外

ＳＥＮ
受入ｽﾍﾟｰｽ

（c）規制の特例措置（緩和・強化）
２．SENｴﾈﾙｷﾞｰｾﾝﾀｰ設置建物の容積除外拡大､容積割増のイメージ

○SENｴﾈﾙｷﾞｰｾﾝﾀｰ室の容積割増の必要量の算定

ＳＥＮ普及のために、容積割増を活用する場合は不動産投資の観点が必要である。

そこで、不動産投資判断基準である

投資ﾈｯﾄ利回り＝＜年間純営業収入(ＮＯＩ)

投資総額

の式から、SENｴﾈﾙｷﾞｰｾﾝﾀｰ導入時の追加費用と容積割増による貸床収益増の関係を導

き、必要な容積割増率を算出する。

この式に今回のSENｴﾈﾙｷﾞｰｾﾝﾀｰ室の投資を当てはめると、

投資ﾈｯﾄ利回り＝(SEN室面積×容積割増率×(賃料×ﾚﾝﾀﾌﾞﾙ比×(１－共益費率)))

(SEN室面積×地下建設費＋SEN室面積×容積割増率×地上建設費)

この式に以下の条件を当てはめ、SEN整備に必要な容積割増率を求め

る。
計算条件：

地上建設費：１００万円/坪 地下建設費：２００万円/坪

地上階賃料：２。５万円/月坪 ﾚﾝﾀﾌﾞﾙ比 ：０．７ 共益費率：３０％

想定利回り：７％ 容積割増率：Ａ（ＳＥＮ室面積に対する％）

○SENｴﾈﾙｷﾞｰｾﾝﾀｰ室の容積割増の必要量の算定

７％＝(１×Ａ×(２.５万円/月坪×１２ヶ月×0.7×(１－0.3))).

(１×２００万円＋１×Ａ×１００万円)

基
準
容
積

SENｴﾈﾙｷﾞｰｾﾝﾀｰ賃料無償化
or SEN整備のための
容積割増（除外範囲の約100%分）

SEN用特高受変電室､煙道､
冷却水PS等の容積除外

現状の地冷やＣＧＳの
容積除外

今回求める
規制緩和

SENｴﾈﾙｷﾞｰｾﾝﾀｰ設置建物 SEN受入建物

SENｴﾈﾙｷﾞｰ
ｾﾝﾀｰ

規模の理由は
下記計算式より

ハ）ＳＥＮ用特高受電室、
ＳＥＮ電力受入用変電室

へ）ＳＥＮマネージメント
センター用居室

イ）ＳＥＮ用熱源設備機械室
ロ）ＳＥＮ用ｺｰｼﾞｪﾈﾚｰｼｮﾝ室

（既に、容積除外範囲）

二）ＳＥＮ用熱源設備、

ＣＧＳ､自家発電設備の

煙道スペース
ホ）ＳＥＮ用熱源設備、

ＣＧＳ､自家発電設備の
冷却水配管スペース

２－①容積除外範囲の拡大

２－②容積割増の獲得
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SENｴﾈﾙｷﾞｰｾﾝﾀｰ

SEN受入ｽﾍﾟｰｽ分
の容積除外

ＳＥＮ
受入ｽﾍﾟｰｽ

SEN整備のためor
SENｴﾈﾙｷﾞｰｾﾝﾀｰ
賃料無償化のため
の容積割増

煙道､冷却水分の
容積除外

現状の地冷や
ＣＧＳの容積除外

SENｴﾈﾙｷﾞｰｾﾝﾀｰの
容積除外､割増の
未消化分

基
準
容
積

基
準
容
積

SENｴﾈﾙｷﾞｰｾﾝﾀｰの
容積除外､割増の
未消化分を消化

ＳＥＮ導入地域内にあり、
電力や熱の供給を受けており関連がある建物に容積移転

地役権の設定

＜課題３－①＞
課題 ：SENｴﾈﾙｷﾞｰｾﾝﾀｰ設置建物での２で要望した容積が、高さ制限や空地率の規制によって消化できない。
解決策：この未消化の容積率を、建設時期の異なる他敷地の建物に容積移転することで消化できるように制度を見直
実際のステップ
Step１：特例容積率適用区域制度による地域指定
Step２：SENｴﾈﾙｷﾞｰｾﾝﾀｰ設置建物にて未消化の容積が発生。
Step３：未消化の容積に地役権を設定し、周辺再開発に販売。
Step４：地役権の対価をSENｴﾈﾙｷﾞｰｾﾝﾀｰ賃料無償化もしくはSEN事業推進のために支払う。

課題
高さ制限や空地率
の規制によって最
大限活用できる容
積は決まる。

解決策

特例容積率適用区域制度に

環境・防災の観点からの
容積移転を認めて頂く。

（c）規制の特例措置（緩和・強化）
４．ＳＥＮ導入地域内での容積移転の緩和のイメージ
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同一ＳＥＮエリア内にあり、
エネルギーに関して関連がある地域内に容積移転

SEN受入ｽﾍﾟｰｽ分
の容積除外

ＳＥＮ
受入ｽﾍﾟｰｽ

SEN整備のため
の容積割増

現状の地冷やＣＧＳの
容積除外

SENｴﾈﾙｷﾞｰｾﾝﾀｰの
容積除外､割増の
未消化分 基

準
容
積

SENｴﾈﾙｷﾞｰｾﾝﾀｰの
容積除外､割増の
未消化分を消化

SENｴﾈﾙｷﾞｰｾﾝﾀｰ専用
単独建物

SEN受入建物
容積除外､割増の
未消化分容積を
移転・販売

SENｴﾈﾙｷﾞｰｾﾝﾀｰ専用単独建物は、

建物全体が、容積除外を受けるため、

容積率がほぼ０となってしまう。

その結果、

高さの最高限度は０ｍになってしまい、

建屋の建設ができなくなってしまう。

高さの最高限度＝ Ｖf×Ａ ×１２
１００×(Ａ－Ｂ)

Ｖf：計画容積率
Ａ：計画建築物の敷地面積
Ｂ：有効空地面積

東京都における高さの最高限度の計算式

よって、
高さの最高限度を計算す
る場合の計画容積率は、
容積除外分を加えた容積
率で計算できるように変
更して頂きたい。

SENｴﾈﾙｷﾞｰｾﾝﾀｰ専用
単独建物の最高高さ

（c）規制の特例措置（緩和・強化）
５．ＳＥＮエネルギーセンターの単体開発時の規制緩和のイメージ
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地役権の設定




